


コミュニティ・スクール導入推進支援事業 

 

1.事業実施区域 

市内小中学校区 13 箇所において取組を実施 

小学校区 
南山崎小学校 北山崎小学校 郡中小学校 伊予小学校 中山小学校 

佐礼谷小学校 下灘小学校 由並小学校 翠小学校 

中学校区 港南中学校 伊予中学校 中山中学校 双海中学校 

 

2 .コミュニティ・スクール制度概要 

別紙 部科学省パンフレット「これからの学校と地域」 

 

3 .事業内容 

（1）取組の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「熟議」とは、多くの当事者が「熟慮」と「議論」によって問題の解決を目指す対話のこと。 

 

 

（2 ）取組の推進体制 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ・スクールに関する全体方針を教育委員会と小中学校の間で共有し、各校

の学校運営協議会の運営に反映している。並行して市内１３人の推進員には、推進員協議

会や中学校区ごとの推進員ミーティングで方針の共有、活動内容の検討を行っている。 

  

保護者・地域住民   

令和 5 年度  

 

令和 6 年度 

 

 

 

 

令和 7 年度 市内全校でのコミュニティ・スクールの実施 

教職員対象説明会 PTA 等対象説明会 モデル校熟議 

教職員対象説明会 PTA 等対象説明会 

モデル校での先行実施（双海地域４校） 

伊予市生涯学習推進大会（これからのコミュニティ・スクール） 

導入予定 9 校熟議 

小中学校 推進員 

教育委員会 公民館 



（3 ）今後の取組方針 

・ 地域内での人材確保 

幅広い地域住民等と子どもたちの学びを支えるため、取組周知と参加促進に努める。 

 

・ 地域学校協働活動推進員の活動支援 

学校と地域の橋渡し役の推進員を支援するため、情報交換や研修の機会を確保する。 

 

・ 研修の実施 

コミュニティ・スクールの実効性を高めるため、制度導入後も様々な研修を継続する。 

 

制度導入の説明会・熟議・研修会 

  

双海地域住民説明会 伊予中小学校 熟議 

 

学校運営協議会における活動検討・取組の実施 

  

由並小学校 学校運営協議会 中山中学校 生徒参加の意見交換 

  

  

北山崎小学校 学級園の整備 双海中学校 職場体験学習の事前学習 

 



伊予市におけるコミュニティ・スクールの推進方針 

 

令和 7 年 7 月 

伊予市教育委員会 

 

子どもたちや学校を取り巻く環境は目まぐるしく変化し、地域においても支え合いやつな

がりの希薄化、地域の教育力の低下が指摘されている。こうした状況の中、学校と地域が

良好なパートナーとして連携・協働することが重要であり、令和 7 年 4 月に市内小中学校

におけるコミュニティ・スクールの全校実施に至った。今後、コミュニティ・スクールや地域学

校協働活動を推進し、充実したものとするため、その在り方や教育委員会、学校及び地域

が重点的に取り組む項目を以下のとおり示す。 

 

１ コミュニティ・スクールの充実 

各小中学校の学校運営協議会を通して学校と地域が目標やビジョンを共有し、一体とな

って子どもたちを育む「地域とともにある学校」を目指し、次のことに取り組む。 

⑴ 目標やビジョンの教職員への浸透 

学校長は、学校運営協議会を通して目指す子ども像や学校像等の目標やビ 

ジョンを地域住民等と共有し、それらを教職員に浸透するよう努める。 

⑵ 学校運営協議会における地域課題の解決に向けた取組 

地域住民は、コミュニティ・スクールの取組が、地域コミュニティの持続的な発 

展を図るという視点から、学校運営協議会や学校支援活動へ積極的に参画し、 

学校や地域を取り巻く課題への理解を深め、その解決に向けて取組を進める。 

⑶ 学校運営協議会制度の運用状況の点検・評価方法の検討 

教育委員会は、市内の学校運営協議会が健全に実施されるよう、学校運営協 

議会制度の定期的な点検・評価の手法を検討する。 

 

２ 地域学校協働活動の推進 

次の時代を担う子どもたちのどのような資質を育むのかという目標を地域と学校が共有

し、地域全体で子どもたちの学びや成長を支え、「学校を核とした地域づくり」を目指し、次

のことに取り組む。 

⑴ 地域学校協働活動推進員の活動支援 

ア 伊予市地域学校協働活動推進員協議会の開催 

市内全域の地域学校協働活動推進員（以下「推進員」という。）の情報交 

換及び研修の機会を確保する。 

イ 中学校区単位の推進員ミーティングの開催 

隣接する校区における推進員間の情報交換及び協力関係の確保を支援 

する。併せて、推進員と各地区公民館の連携を促進する。 

ウ 統括的な推進員の配置の検討 

広域的な観点から市内の地域学校協働活動を推進する統括的な推進員 

の配置を検討する。 



⑵ 学校・推進員・公民館の連携による各校区の連携協力体制の整備 

学校、推進員及び市内 6 か所の公民館の連携により、地域住民等と学校との 

連携協力を推進する。 

 

3  地域内での人材確保 

地域住民、学生、保護者、ＮＰＯ、民間企業、団体・機関等の幅広い地域住民等の参画を

得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるため、学校、公民館及び市の広報紙な

ど多方面から情報発信し、地域住民等の関心を高める。 

 

4  研修計画 

コミュニティ・スクールを実効性のある取組とするため、次のとおり研修を実施する。 

⑴ 熟議の開催支援 

学校運営協議会委員等による熟議の開催を支援し、参加者間の対話を促進 

する。 

⑵ 出前講座の実施 

コミュニティ・スクールについての出前講座を開催し、市民の関心を高める。 

 

5  安全管理 

学校支援ボランティア等の参加者が安心して活動できる体制を構築するため、教育委員

会は、次のことに取り組む。 

⑴ 保険加入 

推進員や学校支援ボランティア等の参加者を対象とする保険に加入し、これ 

らの方々が活動する際の費用負担や心理的な負担を軽減する。 

⑵ ボランティア講習会の開催 

学校支援ボランティアを対象とする講習会を開催し、コミュニティ・スクールの 

意義を伝え、子どもと学校の現状についての知識の習得を促す。 

 

6  広報活動 

コミュニティ・スクールへの市民の関心を高めると共に、幅広い世代に対して地域学校協

働活動を普及・啓発するため、次のことに取り組む。 

⑴ 学校だよりや公民館だより及び市の広報紙において情報を発信する。 

⑵ 各学校及び市のホームページにおいて情報を発信する。 

 

7  事業の検証・評価等 

伊予市社会教育委員会議において事業の推進方針及び検証・評価を行い、結果を教育

委員会において報告する。 

 



これからの
　 　 学校と 地域
コミ ュニティ・ スクールと 地域学校協働活動

すべては子供たちのために



1
2



3
4



5
6



◇U R Lはこ ち ら

　 h t t p s : //m a n a b i -m i r a i . m e x t . g o . j p

学校と 地域でつく る学びの未来H Pト ッ プ

検 索学び未来

Fa ce b o o k でも 情報発信中

　 C Sマイスタ ーの活動や推進

フォーラムの情報、また自治体

の取組情報等を 随時発信し て

います。

文部科学省の取組に関係する参考情報

　 文部科学省では、コミ ュニティ・ スクールと 地域学校協働活動のさ ら なる推進を 目指し 、コミ ュニティ・ スクール

の導入を 進めている 地域に対し て積極的な支援を 行う こ と とし ています。その一環と し て、C Sマイスタ ー（ コミ ュ

ニティ・ スクールの導入や実践経験を 有する元校長や教育長、学校運営協議会会長等） を派遣し 、教育委員会事務

局職員・ 学校の管理職・ 学校運営協議会委員候補者等を対象とし た研修会や制度説明会等を支援し ています。

コ ミ ュニティ・ スクール推進員（ C Sマイスタ ー）

◇U R Lはこ ちら

　 h t t p s : //m a n a b i -m i ra i .m e x t . g o . j p /t o r i k u m i /ch i i k i -g a k k o /cs . h t m l

C Sマイスタ ー派遣事業の詳細及び申し 込みはH Pから

　 文部科学省では、子供の豊かな学びを支えるために、多様な企業・ 団体・ 大学等に「 土曜学習応援団」 に御賛同

（ 御参画） いただき 、夏休み、冬休み等の長期休暇、平日の授業や放課後、土曜日・ 日曜日の

教育活動に出前授業の講師や施設見学の受入等により 参加し ていただく こ と で特色・ 魅力の

ある教育活動を 推進し ています。

企業等による教育プログラム

◇U R Lはこ ちら

　 h t t p s : //m a n a b i -m i r a i .m e x t . g o . j p /p r o g r a m /i n d e x . h t m l

　 文部科学省では、地域と と も にある 学校づく り に向けて取組の充実や普及を 図る ために、保護者、地域住民、

学校関係者等を 対象と し たフォーラムを 開催し ています。

　 フォ ーラムの開催の時期や内容等については、随時「 学校と 地域でつく る 学びの未来H P 」 でお知ら せし てい

ます。

地域と と も にある学校づく り 推進フォーラム

　 全国の取組事例など の地域学校協働活動やコ ミ ュ ニ

ティ・ スク ールに関する情報を まと めて掲載し ています。











 



伊予市スクールガードリーダー設置要綱 

令和２年３月２３日    

伊予市教育委員会告示第９号    

(趣旨) 

第１条 この要綱は、学校、地域の関係機関と連携しながら、地域で子ども

の安全を守る体制づくりを充実させるため、スクールガードリーダー(以

下「ガードリーダー」という。)の配置に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 (設置) 

第２条 伊予市教育委員会(以下「委員会」という。)にガードリーダーを

置く。 

(職務) 

第３条 ガードリーダーは、次に掲げる職務を行うものとする。 

(1) 登下校の見守り活動及び指導 

(2) 学校安全体制についての助言及び指導 

(3) 防犯訓練等における指導 

(4) 「地域学校安全委員会」等への出席及び助言 

(5) その他委員会が必要と認めること 

（委嘱) 

第４条 ガードリーダーは、防犯について専門的知識を有し、ガードリーダ

ーとして活動することが適当と認められる者の中から、委員会が委嘱する。 

(任期) 

第５条 ガードリーダーの任期は、委嘱の日から当該年度の３月３１日まで

とし、再任を妨げない。 

２ 委員会は、特別な理由があると認めるときには、ガードリーダーの任期

期間中であっても、これを解嘱することができる。 

(指導回数及び指導時間) 

第６条 ガードリーダーの指導回数及び指導時間については、次のとおりと

する。 

（1）指導回数は、小中学校１校につき年間３回程度とする。 



（2）指導回数は、１校当たり１時間程度とする。 

(謝金) 

第７条 ガードリーダーの謝金は、１回当り６，０００円とする。 

(保険) 

第８条 ガードリーダーが職務遂行中の事故等により負傷をしたとき、その

費用は、全国市長会市民総合賠償制度により市が負担するものとする。 

（守秘義務) 

第９条 ガードリーダーは、その職務に関して知り得た情報を他に漏らして

はならない。その職を退いた後も同様とする。 

 (その他) 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定め

る。 

附 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 







伊予市スクールソーシャルワーカー設置要綱 

平成２７年３月２５日 

伊予市教育委員会告示第５号 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、いじめ、不登校、児童虐待等、児童生徒の問題行動等の状

況やその背景にある心の問題とともに、家族、友人関係、地域、学校等の児童

生徒が置かれている環境の問題に対し、地域の関係機関が連携し様々な環境に

働き掛け、関係機関等とのネットワークを活用し問題を抱える児童生徒に支援

を行うため、スクールソーシャルワーカー（以下「ソーシャルワーカー」とい

う。）の設置に関し必要な事項を定めるものとする。 

(設置) 

第２条 伊予市教育委員会（以下「委員会」という。）にソーシャルワーカーを

置く。 

(職務) 

第３条 ソーシャルワーカーは、次に掲げる職務を行うものとする。 

(1) 問題を抱える児童生徒の置かれた環境への働きかけ 

(2) 福祉等の関係機関や団体とのネットワークの構築、連携及び調整 

(3) 学校内における関係機関等とのネットワーク体制の構築、連携及び調整 

(4) 児童生徒、保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供 

(5) 教職員等への研修活動 

(6) その他委員会が必要と認めること 

(任用) 

第４条 ソーシャルワーカーは、前条に掲げる職務を遂行することが可能と認め

る者のうちから委員会が任用する。 

(任期) 

第５条 ソーシャルワーカーの任期は、1年以内とする。ただし、ソーシャルワ

ーカーが欠けた場合に就任したソーシャルワーカーの任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 委員会は、特別な理由があると認めるときには、ソーシャルワーカーの任期

期間中においても、これを免職することができる。 



(勤務場所及び勤務時間) 

第６条 ソーシャルワーカーの勤務場所及び勤務時間は、次のとおりとする。 

 ⑴ 勤務場所は、伊予市内の小中学校及び教育長が指定する場所とする。 

⑵ 勤務日数は、おおむね１週間当たり３日とし、勤務時間は、１日４時間を 

基本とする。 

(守秘義務) 

第７条 ソーシャルワーカーは、その職務に関して知り得た情報を他に漏らして

はならない。その職務を退いた後も同様とする。 

(心得) 

第８条 ソーシャルワーカーは、その職務を遂行するために必要な知識及び技能

の習得に努めなければならない。 

(その他) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

 附 則（令和５年１０月１８日伊予市教育委員会告示第１１号） 

この告示は、令和５年１０月１８日から施行する。 

 







行政評価委員会補助資料① 

学校医等一覧 

 

【小学校】                             

（令和７年４月１日） 

  

医師・薬剤師名 

担 当 学 校 名 

南
山
崎
小 

北
山
崎
小 

 

郡
中
小 

伊
予
小 

中
山
小 

佐
礼
谷
小 

下
灘
小 

由
並
小 

翠 

小 

 医療機関名 

内 科 田 中 美 和 たなか消化器科クリニック ○         

〃 宝 道 定 孝 伊 予 病 院  ○        

〃 稲 田   貫 稲 田 内 科    ○       

〃 藤 田 正 明 伊 予 病 院   ○       

〃 米 澤 早知子 なのはなこども医院   ○       

〃 村 上 敬 夫 村 上 医 院    ○      

〃 古 川   淳 古 川 医 院     ○     

〃 飛 田 系 太 佐礼谷診療所      ○    

〃 諸 橋 正 仁 下 灘 診 療 所       ○   

〃 竹 増 公 明 たけます診療所        ○ ○ 

歯 科 西 岡   學 西岡歯科医院 ○         

〃 瀧 口 直 隆 た き ぐ ち 歯 科  ○        

〃 三 好 良 一 港南歯科クリニック   ○       

〃 佐々木 典 彦 佐 々 木 歯 科   ○       

〃 清 家 義 勝 清家歯科医院    ○      

〃 坂 見 一 彦 坂見歯科医院     ○     

〃 髙 橋 徳 昭 中山歯科診療所      ○    

〃 宮 田 直 諭 宮田歯科医院       ○ ○ ○ 

眼 科 井 上 英 紀 
愛媛大学医学部

附属病院 

○         

〃 鳥 山 浩 二  〇        

〃 平 松 友佳子   〇       

〃 本 宮 数 浩 本宮眼科クリニック    ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

耳鼻科 谷 口 昌 史 谷口耳鼻咽喉科 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

薬剤師 灘 部 勝 輝 ナ ダ ベ 薬 局 ○ ○ ○ ○      

〃 岡 井   哲 岡 井 薬 局     ○ ○ ○ ○ ○ 



【中学校】                  

（令和７年４月１日） 

  

医師・薬剤師名 

担 当 学 校 名 

港
南
中 

伊
予
中 

中
山
中 

双
海
中  医療機関名 

内 科 木 村   洸 きむら内科クリニック ○    

〃 渡 邉 英 次 米湊わたなべクリニック ○    

〃 山 本 美奈子 伊 予 診 療 所 ○    

〃 稲 田   暢 稲 田 内 科  ○   

〃 笹 田 幸 男 中山クリニック   ○  

〃 竹 増 公 明 たけます診療所    ○ 

歯 科 若 林 正 雄 若林歯科医院 ○    

〃 新   啓 嗣 優歯科オフィス ○    

〃 新   泰 嗣 新 歯 科 医 院  ○   

〃 坂 見 一 彦 坂見歯科医院   ○  

〃 宮 田 直 諭 宮田歯科医院    ○ 

眼 科 奥 嶋 奈 美 
愛媛大学医学部 

附属病院 
○    

〃 本 宮 数 浩 本宮眼科クリニック  ○ ○ ○ 

耳鼻科 谷 口 昌 史 谷口耳鼻咽喉科 ○ ○ ○ ○ 

薬剤師 灘 部 勝 輝 ナ ダ ベ 薬 局 ○ ○   

〃 岡 井   哲 岡 井 薬 局   ○ ○ 

 



 

 

 

 

 

 




